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　地域密着型サービスとは、家庭的な環境で利用者の能力や希望に
応じた介護やレクリエーションなどを行う介護保険のサービスで、
要介護認定を受けた方が利用できます。
　市では、次の事業所の指定・監督行っています。詳しくは、担当
へお問い合わせください。
小規模多機能型居宅介護事業所
　通い、宿泊、訪問を一つの事業所が組み合わせて提供します。希
望に応じて臨機応変に対応し、在宅生活を支える施設です。
看護小規模多機能型居宅介護事業所
　通い、宿泊、訪問に加えて看護師による訪問看護を行い、医療ニ
ーズの高い方を支援する施設です。
認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
　認知症と診断された方が介護サービスを受けながら少人数で共同
生活する施設です。
地域密着型通所介護事業所
　地域住民との交流も図りつつ、介護や機能訓練、レクリエーショ
ンを行う少人数制の施設です。
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市消費生活センターからのお知らせ

洗濯表示が変更になりました
　衣類など繊維製品の取り扱いを記した「洗濯表示」が、平成28年12月から
変更になりました。
　この変更により表示が国際基準となったため、国外で購入した衣料品など
も円滑に取り扱えるようになりました。
　新しい洗濯表示は、基本となる「五つの記号」と「付加記号」の組み合わ
せで表示し、従来の22種類から41種類になりました。
　詳しくは、消費者庁ホームページ「新しい洗濯表示」（www.caa.go.jp/
policies/policy/representation/household_goods/laundry_symbols.
html）をご覧ください。

アイロンのかけ方

五つの記号

付加記号

洗濯表示の例　

強さ

温度

禁止

洗濯の仕方

上限40度、洗濯機で
弱い洗濯ができる

漂白剤の使用禁止

高温（200度） でアイ
ロン仕上げができる

日陰のつり干しが良い

石油系溶剤のドライク
リーニングができる

線なし
通常

低温

弱い

中温

非常に弱い

高温

※図中の数字は、洗濯液の上限温度を示します。

漂白の仕方

クリーニングの種類

乾燥の仕方

消費者行政の取り組み
　市消費生活センターでは、契約や借金のトラブル、商品の安全性など
の消費生活に関する相談を受け付け、問題解決のためのサポートや情報
提供などを行っています。
　今後も、消費者保護の充実を図り、問題解決の一助となるよう引き続
き消費者行政を推進していきます。

座間市長　遠藤三紀夫
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業所名 住　所 連絡先
小規模多機能型居宅介護事業所

ふれんどりぃの家 座間 2−2962−16 ☎046（298）1177
ふれんどりぃの郷 栗原中央 4−23−21 ☎046（210）3811
リビング暖らん 相武台 1−35− 7−402 ☎046（298）5535

看護小規模多機能型居宅介護事業所
まさみ 相武台 1− 8−23 ☎046（251）3111

認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
グループホーム小松原 小松原 1−28−14 ☎046（298）3360
グループホームあいち 相武台 1−11− 5 ☎046（298）7021
愛の家グループホーム座間 座間 2−2884 ☎046（252）3300
愛の家グループホーム座間西栗原 西栗原 2−15−58 ☎046（252）3500
グループホーム�イー・ケア座間 栗原中央 3−10− 1 ☎046（257）1226
花物語ざま 南栗原 4−30−40 ☎046（252）3787

地域密着型通所介護事業所
デイサービスぴーぷる 相模が丘 1−40−15 ☎046（252）3252
デイサービスオレンジクラブ 相模が丘 4−19−45 ☎046（298）5010
デイサービスニッセイサポート相模が丘ホーム 相模が丘 4−29− 1 ☎046（298）0666
ひばりデイサービス小田急相模原 相模が丘 4−63− 7 ☎046（259）7261
ケアハーモニーデイサービス 相模が丘 5−10− 3 ☎042（705）9217
デイサービスセンター手をつな号 相模が丘 5−41−57 ☎042（705）2345
ウエルネスクラブフレディ 小松原 1−22−12 ☎046（257）0600
座間デイサービス小松原� 小松原 1−26−13−102 ☎046（298）5261
サロンディウェルハイムひばりが丘 ひばりが丘 5−14−27 ☎046（298）5022
ケアセンターはなみずき 相武台 2− 8− 6 ☎046（259）7621
リビングケア唯の家座間緑ヶ丘 緑ケ丘 4−11−12 ☎046（244）4352
デイサービスふれんどりぃ 栗原中央 4−23−21 ☎046（255）5666
おけいこサロン寿 南栗原 6−17− 8 ☎046（200）9780
くつろぎ処愛みん 西栗原 1− 8− 2 ☎046（257）6994
デイサービスカナンの家 立野台 1− 8−37 ☎046（255）7657
デイサービスユース座間 立野台 3− 4−22 ☎046（259）6980
入谷デイサービスセンター 入谷 3−1718− 1−103 ☎046（298）2298
緑ヶ丘デイサービスセンター 入谷 3−5952− 5 ☎046（204）5158
デイサービス元氣村座間 入谷 3−6382− 1 ☎046（259）8480
茶話本舗デイサービス座間 入谷 4−2629−46 ☎046（240）8781
ふれんどりぃつどい処 四ツ谷947 ☎046（244）4468
ひばりデイサービス座間 座間 1−3412− 1 ☎046（240）0592

消費者行政に関する表明

○問い合わせ先　市消費生活センター　☎046（252）8490
※相談の受け付けは、月曜〜金曜日午前 9時30分〜正午、午後 1時〜 3時
30分（偶数月の第 2水曜日は午後のみ）。
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